
総社市告示第３３号    

 

総社市低炭素建築物新築等計画認定実施要綱（平成２４年総社市告示第１０４号）の一部を次のように改正する。 

 

  平成２９年３月２２日 

 

                                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下「移動条」という。）に対応する同表の改正後の欄中条及び号の表示に下線が引かれた条及び号

（以下「移動後条号」という。）が存在する場合には，当該移動条を当該移動後条号とし，移動後条号に対応する移動条が存在しない場合には，当該移動後

条号（以下「追加条号」という。）を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条の表示

及び追加条号を除く。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部

分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

 （認定申請の添付図書） 

第２条 省令第４１条第１項の規定に基づき市長が必要と認める図書は，次

の各号に掲げる場合に応じ，当該各号に定めるものとする。 

(１) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第

５３号）第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定

機関（以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。）の技

術的審査（法第５４条第１項第１号から第３号までに掲げる基準に適合

しているかどうかを審査することをいう。）を受けた場合 当該登録建

築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証 

(２) 住宅の品質確保の促進に関する法律（平成１１年法律第８１号。以下

「品確法」という。）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関の

技術的審査（法第５４条第１項第１号から第３号までに掲げる基準に適

合しているかどうかを審査することをいう。）を受けた場合 当該登録

住宅性能評価機関が交付する適合証 

(３) 品確法第５条第１項に規定する住宅性能評価（設計された住宅に係る

ものに限る。）を受けた場合にあっては，登録住宅性能評価機関が交付

する設計住宅性能評価書（品確法第６条第１項に規定する設計住宅性能

 

 （認定申請の添付図書） 

第２条 省令第４１条第１項の規定に基づき市長が必要と認める図書は，次

の各号に掲げる場合に応じ，当該各号に定めるものとする。 

(１) エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）

第７６条第１項に規定する登録建築物調査機関の技術的審査（法第５４

条第１項第１号から第３号までに掲げる基準に適合しているかどうか

を審査することをいう。）を受けた場合 当該登録建築物調査機関が交

付する適合証 

 

(２) 住宅の品質確保の促進に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５

条第１項に規定する登録住宅性能評価機関の技術的審査（法第５４条第

１項第１号から第３号までに掲げる基準に適合しているかどうかを審

査することをいう。）を受けた場合 当該登録住宅性能評価機関が交付

する適合証 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

評価書をいう。）（当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が日本住宅

性能表示基準（平成１３年国土交通省告示第１３４６号）別表１の５の

５－１断熱等性能等級に係る評価が等級４であり，かつ，同表の５の５

－２一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級５であることを証す

るものに限る。）の写し 

（構造計算適合性判定の準用） 

第３条 法第５３条第１項の規定による認定の申請をする者（以下「申請者」

という。）が，法第５４条第２項の規定による申出（法第５５条第２項の

規定により準用する場合を含む。）をする場合は，建築基準法（昭和２５

年法律第２０１号）第６条の３及び第１８条第４項から第１１項までの規

定を準用する。この場合において，同法第６条の３第８項及び第１８条第

１１項中「当該建築主事」とあるのは，「市長」と読み替えるものとする。 

２ 市長は，前項の場合において，低炭素建築物新築等計画が建築基準法第

６条の３第１項又は第１８条第４項の構造計算適合性判定を要するもの

であるときは，申請者から同法第６条の３第７項若しくは第１８条第１０

項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り，法第５４条

第１項の規定による認定（法第５５条第２項の規定により準用する場合を

含む。以下「認定」という。）をすることができる。 

（認定基準） 

第４条 法第５４条第１項第２号に規定する「基本方針に照らして適切なも

のであること」を判断する場合において，都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）第４条第５項に規定する都市施設である緑地の区域内において

は，認定しない。ただし，当該区域内であっても，当該建築物の立地につ

いて想定されることが許可等により判明している場合は，この限りでな

い。 

（事前審査） 

第５条 申請者は，市長に申請書を提出する前に，登録建築物エネルギー消

費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関に低炭素建築物新築等計画に

係る技術審査を依頼し，適合証の交付を受けることができるものとする。 

２ 前項に定める適合証は，法第５４条第１項に定める認定基準について，

次の各号に定める認定基準の区分に適合することを証したものであるこ

と。 

(１) 法第５４条第１項第１号関係（エネルギーの使用の効率性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

(２) 法第５４条第１項第２号関係（基本方針） 

(３) 法第５４条第１項第３号関係（資金計画） 

（取下げ届） 

第６条 略 

 （認定しない旨の通知） 

第７条 略 

（取りやめ届） 

第８条 略 

（完了の報告等） 

第９条 略 

（改善命令） 

第１０条 略 

（認定の取消し） 

第１１条 略 

（その他） 

第１２条 略 

  

 

 

（取下げ届） 

第３条 略 

 （認定しない旨の通知） 

第４条 略 

（取りやめ届） 

第５条 略 

 （完了の報告等） 

第６条 略 

 （改善命令） 

第７条 略 

 （認定の取消し） 

第８条 略 

 （その他） 

第９条 略 

 

附 則 

この告示は，平成２９年４月１日から施行する。 


